
 

 

議案第１４号 

目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１７日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例 

目黒区三田地区整備事業住宅条例（平成６年９月目黒区条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中「６戸」を「５戸」に改める。 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

 

 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（説明） 三田地区整備事業住宅の一部を廃止するため、条例改正の必要を認

め、この案を提出します。 

 

 ２ＤＫ 月額   ５１，３００円 

 １ＤＫ 月額  １３８，９００円 

月額  １６０，８００円  ２ＤＫ 

 ２ＤＫ 月額  １６０，８００円 

 １ＤＫ 月額   ４３，４００円 

月額   ５１，３００円  ２ＤＫ 
別表中 

「 

」 

を 

「 

 

」 
に、 

「 

」 

を 

「 

」 
に改める。 


